
田
原
戸
田
氏
当
主
の
弾
正
忠
憲
光

は
、
永
正
三
年
の
駿
河
今
川
氏
客
将
伊

勢
宗
瑞
の
三
河
侵
攻
に
際
し
、
今
川
氏

に
接
近
し
て
三
河
国
渥
美
郡
今
橋
城
を

入
手
し
た
。
続
い
て
憲
光
は
浜
名
氏
の

本
貫
地
で
あ
る
浜
名
神
戸
一
円
の
管
理

を
今
川
氏
親
か
ら
委
ね
ら
れ
（
静
資
７

―
四
五
四
）
代
官
斎
藤
を
派
遣
し
た
。

し
か
し
永
正
五
年
八
月
に
浜
名
神
戸
内

の
北
原
山
を
め
ぐ
る
大
福
寺
と
の
相
論

で
敗
訴
し
、
続
く
十
月
に
宗
瑞
の
三
河

国
で
の
敗
退
を
聞
く
こ
と
で
今
川
氏
を

離
反
し
た
。
「
宗
長
日
記
」
に
よ
る
と

の
ち
憲
光
は
三
河
・
遠
江
国
境
に
位
置

す
る
今
川
方
の
船
形
山
城
を
落
と
し
た

も
の
の
、
今
川
氏
配
下
の
朝
比
奈
泰
以

に
奪
還
さ
れ
た
。
「
宗
長
日
記
」
は
明

確
に
し
て
い
な
い
が
、
「
今
川
記
」
及

び
「
今
川
家
譜
」
は
船
形
山
で
討
ち
取

ら
れ
た
と
記
す
。 

 

こ
の
戸
田
憲
光
の
討
死
の
時
期
に
つ

き
、
最
近
松
島
周
一
氏
は
、
大
福
寺
文

書
の
無
年
号
の
「
善
勝
書
状
写
」
（
静

資
７
―
四
四
七
）
に
あ
る
「
田
原
」

（
戸
田
憲
光
）
が
「
今
度
就
打
死
」
つ

ま
り
こ
の
た
び
討
死
し
た
と
解
釈
し
、

さ
ら
に
「
善
勝
書
状
写
」
に
「
去
々

年
」
に
大
福
寺
の
寺
領
に
つ
き
「
治
部

卿
」
が
駿
河
に
下
り
、
福
島
助
春
を
奏

者
と
し
て
今
川
氏
親
か
ら
判
物
を
受
け

た
案
件
を
、
先
述
の
北
原
山
の
相
論
に

比
定
し
、
こ
の
相
論
が
永
正
五
年
に
決

着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
善
勝
書
状

写
」
の
年
代
を
永
正
七
年
と
し
た
。
そ

し
て
憲
光
は
船
形
山
で
討
死
し
た
と
さ

れ
る
の
で
、
船
形
山
合
戦
は
永
正
七
年

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
（
『
愛
知

県
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、
二

〇
二
三
年
）
。 

 

筆
者
は
船
形
山
合
戦
を
永
正
十
四
年

に
比
定
し
て
い
る
の
で
、
松
島
説
に
つ

い
て
以
下
の
疑
問
を
呈
し
て
お
き
た

い
。
ま
ず
信
用
で
き
る
「
宗
長
日
記
」

は
、
憲
光
が
討
死
し
た
と
は
記
さ
な

い
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
松
島
説
は

立
論
の
前
提
が
崩
れ
る
。
次
に
討
死
を

是
と
し
て
も
、
「
善
勝
書
状
写
」
に
あ

る
大
福
寺
寺
領
の
案
件
を
永
正
五
年
八

月
に
落
着
し
た
北
原
山
の
相
論
に
比
定

し
て
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

大
福
寺
文
書
に
よ
る
と
こ
の
相
論
に
大

福
寺
代
表
と
し
て
関
与
し
た
の
は
「
実

相
坊
」
で
あ
り
（
静
７
―
四
四
二
、
四

四
三
、
四
四
九
、
四
五
〇
。
四
五

三
）
、
駿
河
に
下
向
し
た
の
も
「
実
相

坊
」
と
み
ら
れ
（
静
７
―
四
五
一
）
、

い
ず
れ
も
「
治
部
卿
」
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
「
去
々
年
」
に
大
福
寺
の
寺

領
に
つ
き
「
治
部
卿
」
が
駿
河
に
下

り
、
福
島
助
春
を
奏
者
と
し
て
、
今
川

氏
親
か
ら
判
物
を
受
け
た
の
は
、
北
原

山
相
論
と
は
別
の
案
件
の
可
能
性
が
否

定
で
き
な
い
。 

第
三
に
、
こ
の
た
び
討
死
し
た
者
を

「
田
原
」
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
か
か

る
解
釈
は
既
に
弥
永
浩
二
氏
が
言
及
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
『
駒
沢
大
学

史
学
論
集
』
二
八
号
、
一
九
九
八
年
。

た
だ
し
弥
永
氏
は
「
田
原
」
を
憲
光
の

先
代
の
宗
光
に
比
定
し
、
討
死
も
明
応

八
年
の
こ
と
と
す
る
。
）
、
文
脈
か
ら

し
て
も
自
然
な
解
釈
と
も
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
筆
者
に
は
「
田
原
へ
も
被
申

届
候
歟
」
と
、
続
く
「
今
度
就
打
死
」

と
の
間
で
文
節
が
い
っ
た
ん
途
切
れ
て

い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の

場
合
、
こ
の
た
び
討
死
し
た
者
の
主
語
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を
「
田
原
」
で
は
な
く
代
官
の
斎
藤
と

す
る
解
釈
も
成
立
す
る
の
で
は
な
い

か
。
す
な
わ
ち
北
原
山
内
の
寺
領
へ
の

違
乱
を
主
導
し
た
首
魁
で
あ
る
憲
光
代

官
の
斎
藤
自
身
が
討
死
し
た
の
で
、

「
斎
藤
方
」
「
お
わ
ら
方
」
が
大
福
寺

へ
行
き
「
き
ふ
く
（
帰
服
）
」
を
申
し

出
た
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
仮
に
代
官

斎
藤
が
存
命
な
ら
ば
「
斎
藤
方
」
と

「
方
」
（
仲
間
・
関
係
人
）
と
い
う
表

現
を
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
「
善
勝
書
状
写
」
の
年
代
比

定
を
松
島
説
に
従
う
と
、
代
官
斎
藤
が

討
死
し
た
の
は
永
正
七
年
十
一
月
以
前

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
時
天
龍
川
以

西
地
域
で
は
大
河
内
備
中
守
が
浜
松
荘

で
蜂
起
し
、
そ
の
北
方
で
も
今
川
方
の

堀
江
城
が
、
大
河
内
と
共
同
す
る
斯
波

氏
軍
勢
の
攻
勢
に
晒
さ
れ
て
い
た
時
期

で
あ
る
（
静
７
―
五
二
四
、
五
二

六
）
。
こ
の
湖
北
方
面
の
戦
闘
に
代
官

斎
藤
は
、
憲
光
の
指
示
を
受
け
て
斯
波

方
と
し
て
参
戦
し
て
討
死
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
善

勝
書
状
写
」
を
船
形
山
合
戦
と
関
係
付

け
る
必
要
は
な
く
な
る
と
考
え
る
。
い

ず
れ
の
立
場
か
ら
も
、
松
島
説
の
解
釈

は
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

  

例
会
告
要
旨 

四
月
例
会 

静
岡
市
歴
史
博
物
館
講
座
室 

四
月
二
十
六
日
（
土
）
（
十
七
名
参
加
） 

『
東
海
の
中
世
史
』
第
一
～
三
巻 

廣
田
浩
治
・
森
田
香
司 

二
〇
二
四
年
刊
行
の
吉
川
弘
文
館

『
東
海
の
中
世
史
』
は
、
遠
江
・
駿
河

・
伊
豆
を
含
む
東
海
地
域
を
、
畿
内
近

国
や
東
国
と
の
関
係
も
踏
ま
え
な
が
ら

叙
述
し
た
久
々
の
通
史
で
あ
る
。
今
回

の
書
評
は
遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
の
論
考

を
対
象
に
し
ぼ
り
、
東
海
全
域
や
畿
内

・
東
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
必
要
な

限
り
で
論
評
を
行
っ
た
。
『
東
海
の
中

世
史
１
』
は
廣
田
が
、
『
東
海
の
中
世

史
３
』
は
森
田
が
書
評
を
担
当
し
た
。

『
東
海
の
中
世
史
２
』
は
廣
田
が
序
・

一
・
四
を
、
森
田
が
そ
れ
以
外
を
担
当

し
た
。 

『
東
海
の
中
世
史
１ 

東
海
地
方
の
黎

明
と
鎌
倉
幕
府
』
（
生
駒
孝
臣
編
） 

東
海
地
域
を
関
東
や
畿
内
と
の
関
わ
り

で
考
え
る
観
点
を
示
し
（
本
書
序
）
、

院
政
期
か
ら
鎌
倉
幕
府
確
立
期
ま
で
の

武
士
団
と
幕
府
の
動
向
を
論
じ
る
（
本

書
一
・
二
・
三
）
。
次
い
で
荘
園
制
・

中
世
寺
社
・
交
通
海
運
を
論
じ
る
（
本

書
四
・
五
・
六
）
。
『
東
海
の
中
世
史

２
』
以
降
に
比
べ
て
、
国
ご
と
の
叙
述

よ
り
も
、
東
海
地
域
の
全
体
構
造
の
叙

述
に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
特
に
鎌
倉

幕
府
が
東
海
地
域
の
武
士
団
や
も
と
よ

り
荘
園
制
・
寺
社
秩
序
・
交
通
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。 

東
海
地
域
の
中
心
性
や
地
域
差
に
つ

い
て
は
言
及
が
な
い
が
、
強
い
て
言
え

ば
伊
勢
・
尾
張
・
美
濃
が
比
較
的
中
心

的
な
地
域
と
言
え
よ
う
か
。
し
か
し
畿

内
と
関
東
に
は
さ
ま
れ
、
そ
の
影
響
を

受
け
た
地
域
で
あ
る
た
め
か
、
東
海
に

は
地
域
の
中
心
性
が
希
薄
で
あ
る
よ
う

に
感
じ
た
。 

冒
頭
の
叙
述
（
一
・
二
・
三
）
が
源

氏
平
氏
・
幕
府
・
武
士
団
の
叙
述
に
特

化
し
、
中
世
社
会
の
基
盤
と
し
て
の
国

衙
領
・
荘
園
制
の
形
成
過
程
が
本
書
巻

頭
で
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
に
、
最
も
強

い
違
和
感
が
あ
る
。
こ
の
た
め
諸
国
の

在
地
領
主
を
荘
園
公
領
制
の
な
か
で
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
東

海
地
域
の
荘
園
公
領
制
研
究
の
立
ち
遅

れ
の
ゆ
え
で
あ
る
。
ま
た
源
氏
平
氏
以

前
の
平
安
中
期
の
内
乱
や
群
盗
蜂
起
が

論
じ
ら
れ
な
い
の
も
気
に
な
っ
た
。
な

お
源
義
朝
家
人
鎌
田
正
清
の
舅
の
尾
張

長
田
庄
司
を
駿
河
長
田
荘
の
領
主
と
同

一
人
と
す
る
の
は
根
拠
が
な
く
無
理
で

あ
ろ
う
。 

幕
府
成
立
以
後
の
叙
述
（
二
・
三
）

で
は
、
幕
府
や
朝
廷
と
の
関
係
の
差
異

に
よ
り
東
海
の
武
士
に
生
じ
た
格
差
の

指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
静
岡
で
は
伊
豆

の
武
士
が
優
位
に
あ
り
、
駿
河
・
遠
江

の
武
士
と
は
大
き
な
格
差
が
あ
る
。
た

だ
し
こ
う
し
た
格
差
は
東
海
地
域
だ
け

で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
東
海
以
外
に

所
領
を
与
え
ら
れ
て
進
出
し
た
武
士
の

動
向
も
ふ
ま
え
て
考
え
る
べ
き
で
、
そ

の
言
及
が
な
か
っ
た
。
何
よ
り
北
条
氏

と
そ
の
被
官
の
勢
力
の
東
海
と
全
国
で

の
拡
大
、
御
家
人
の
北
条
氏
被
官
化
、

北
条
氏
所
領
の
拡
大
に
つ
い
て
の
叙
述

が
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。 

荘
園
制
の
叙
述
（
四
）
は
そ
の
多
彩

な
性
格
を
う
ま
く
ま
と
め
て
い
る
が
、

遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
に
つ
い
て
は
王
家

領
・
国
衙
領
・
在
地
領
主
の
職
の
言
及

が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
伊
勢
神
宮

領
に
は
公
家
が
給
主
で
あ
る
荘
園
や
、

王
家
領
か
ら
神
宮
領
に
な
っ
た
荘
園
が

あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
た
め

の
王
家
・
公
家
・
神
宮
な
ど
諸
権
門
・



都
市
領
主
の
関
係
史
は
、
本
書
で
は
薄

か
っ
た
。 

寺
社
の
叙
述
（
五
）
で
は
後
の
駿
河

七
観
音
の
寺
々
が
「
国
衙
の
寺
」
と
し

て
論
じ
ら
れ
る
。
駿
河
国
に
よ
る
寺
院

編
成
の
指
摘
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
交

通
海
運
の
叙
述
（
六
）
も
多
彩
な
交
通

の
あ
り
方
を
論
じ
て
お
り
、
遠
隔
地
交

通
（
志
摩
～
三
河
・
駿
河
）
と
と
も

に
、
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
本
質
が
分

節
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
分
節

的
な
交
通
は
国
衙
の
市
な
ど
を
中
心
に

し
た
面
的
な
経
済
圏
に
な
り
得
る
の

か
、
ま
た
が
分
節
的
な
交
通
が
「
線
」

で
つ
な
が
り
遠
隔
地
交
通
に
な
る
場

合
、
そ
の
「
線
」
に
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
施
設
・
関
係
・
シ
ス
テ
ム
が
構
築

さ
れ
る
の
か
が
、
さ
ら
な
る
課
題
に
な

ろ
う
。
ま
た
こ
こ
で
も
北
条
氏
所
領
の

拡
大
に
よ
り
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
受

け
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

『
東
海
の
中
世
史
２ 

足
利
一
門
と
動

乱
の
東
海
』
（
谷
口
雄
太
編
） 

前
巻
と
は
異
な
り
、
国
・
地
域
別
の

政
治
史
叙
述
と
政
治
史
以
外
の
叙
述
で

構
成
さ
れ
、
次
巻
以
後
も
本
書
の
構
成

を
踏
襲
し
て
い
る
。
国
単
位
の
叙
述
は

詳
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
東
海
地
域
全

体
の
政
治
秩
序
や
経
済
・
交
通
の
叙
述

は
薄
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
南
北
朝

内
乱
を
扱
う
本
書
は
、
足
利
一
門
の
全

国
展
開
や
幕
府
の
政
治
抗
争
史
と
い
っ

た
東
海
地
域
を
超
え
る
叙
述
を
盛
り
込

ん
で
い
る
。
と
は
い
え
前
巻
の
よ
う
な

武
家
政
権
の
東
海
道
全
体
の
支
配
編

成
、
特
に
内
乱
期
固
有
の
重
要
な
問
題

と
し
て
の
半
済
令
や
荘
園
政
策
立
法
な

ど
は
言
及
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
あ
と
本
書
で
は
伊
豆
に
つ
い
て
の

内
乱
・
政
治
史
・
支
配
構
造
の
叙
述
が

な
か
っ
た
も
残
念
で
あ
っ
た
。 

足
利
氏
と
三
河
の
叙
述
（
序
・
一
）

は
、
足
利
氏
の
基
盤
と
な
っ
た
三
河
に

つ
い
て
、
鎌
倉
期
か
ら
の
足
利
氏
の
展

開
、
南
北
朝
内
乱
で
の
三
河
吉
良
氏
の

動
向
を
描
く
。
足
利
氏
の
東
海
道
の
拠

点
と
し
て
の
三
河
の
重
要
性
、
足
利
一

門
守
護
の
東
海
道
諸
国
配
置
、
吉
良
氏

の
遠
江
進
出
を
論
じ
、
三
河
を
中
心
に

で
は
あ
る
が
本
書
の
冒
頭
と
し
て
東
海

道
の
情
勢
を
俯
瞰
し
た
叙
述
が
な
さ
れ

る
。
鎌
倉
末
期
の
三
河
に
つ
い
て
も
北

条
氏
所
領
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
や
、

北
条
氏
所
領
が
足
利
氏
・
吉
良
氏
に
継

承
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
言
及
が
欲
し

か
っ
た
。
ま
た
鎌
倉
・
京
都
で
の
吉
良

氏
の
活
動
の
言
及
が
な
い
が
、
吉
良
氏

に
は
都
市
領
主
と
し
て
の
性
格
は
な
い

の
か
ど
う
か
。
ま
た
足
利
氏
執
事
（
仁

木
・
斯
波
・
細
川
）
と
三
河
の
つ
な
が

り
を
指
摘
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
あ
り

方
が
不
明
で
あ
っ
た
。 

今
川
氏
の
叙
述
（
四
）
は
、
範
国
以

後
の
今
川
氏
が
駿
河
・
遠
江
守
護
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
在
京
幕
府
軍
の
一
員

と
し
て
畿
内
で
も
出
陣
し
、
在
京
の
有

力
幕
閣
で
あ
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ

る
。
ま
た
侍
所
頭
人
・
引
付
頭
人
と
な

っ
た
貞
世
（
了
俊
）
を
家
嫡
と
す
る
。

山
陰
地
方
の
守
護
今
川
頼
貞
に
も
言
及

し
、
今
川
氏
の
全
盛
時
代
を
南
北
朝
期

に
見
出
す
。
こ
れ
ま
で
の
今
川
氏
研
究

で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
新
た
な
提
起

が
、
東
海
地
域
を
超
え
て
様
々
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。 

今
川
氏
の
在
京
的
性
格
は
室
町
期
に

も
続
き
、
今
川
氏
を
在
国
守
護
と
の
み

規
定
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
今

川
氏
の
動
向
を
み
て
も
室
町
前
期
ま
で

は
守
護
は
な
お
遷
替
の
職
で
あ
る
。
そ

の
状
況
の
な
か
で
守
護
の
地
域
支
配
を

考
え
る
上
で
は
、
守
護
職
と
は
別
に
国

内
所
領
を
支
配
す
る
地
域
領
主
の
側
面

に
言
及
が
欲
し
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に

は
信
憑
性
に
問
題
が
あ
る
「
難
太
平

記
」
だ
け
で
な
く
、
古
文
書
史
料
に
も

と
づ
い
て
南
北
朝
期
今
川
氏
の
展
開
を

見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。 

五 

東
海
地
域
と
顕
密
仏
教
―
三
宝
院
流
の
展

開
を
中
心
に
―
小
池
勝
也
氏
執
筆
分
担 

猿
投
神
社
は
陶
器
生
産
と
し
て
も
有
名
な
地

で
あ
る
の
で
、
陶
器
生
産
と
宗
教
の
関
連
も
考

察
し
て
ほ
し
か
っ
た
。 

た
だ
、
こ
の
猿
投
神
社
と
前
掲
し
た
真
福
寺

は
比
較
的
近
く
、
京
都
と
鎌
倉
の
中
間
点
で
も

あ
る
。
や
は
り
東
西
交
流
の
活
発
化
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。 

天
台
・
真
言
両
宗
は
、
東
海
地
域
さ
ら
に
は

静
岡
県
下
で
も
、
元
は
天
台
・
真
言
寺
院
だ
っ

た
も
の
が
、
新
仏
教
寺
院
に
改
宗
し
て
い
っ
た

も
の
が
多
い
。 

六 

東
海
地
域
と
禅
宗 

 

斎
藤
夏
来
氏
執
筆
分
担 

地
方
寺
院
の
創
建
・
経
営
に
は
在
地
有
力
者

（
壇
越
）
の
支
援
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

先
に
挙
げ
た
寺
院
で
い
う
と
、
実
相
寺
の
吉
良

氏
、
吉
良
氏
は
遠
江
国
普
済
寺
の
壇
越
で
も
あ

っ
た
。
方
広
寺
の
奥
山
氏
、
清
見
寺
は
興
津
氏

で
あ
ろ
う
か
。
平
田
寺
は
相
良
氏
で
あ
ろ
う

か
。
な
ぜ
か
聖
武
天
皇
綸
旨
を
所
蔵
し
て
い

る
。
ま
た
土
岐
氏
の
庇
護
の
元
閑
居
し
た
万
里

集
九
は
、
美
濃
の
地
で
梅
花
無
尽
蔵
を
編
み
、



太
田
道
灌
の
招
き
に
よ
っ
て
、
江
戸
ま
で
旅
を

し
て
い
る
。
そ
の
宿
泊
地
も
禅
宗
寺
院
で
あ

り
、
普
済
寺
や
清
見
寺
に
泊
ま
っ
て
い
る
。 

第
二
巻
の
小
括 

第
二
巻
を
概
観
し
て
、
今
ま
で
の
知
識
で
あ

る
、
天
台
・
真
言
宗
→
鎌
倉
仏
教
→
静
岡
県
は

特
に
禅
宗
と
い
っ
た
、
図
式
が
成
り
立
た
な
い

こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
。
現
在
で
も
現
世
利
益

で
繁
昌
し
て
い
る
岩
水
寺
や
小
国
神
社
な
ど
真

言
系
寺
院
は
多
い
。
神
仏
習
合
の
中
で
、
各
階

層
の
人
々
は
何
を
求
め
て
い
た
か
を
史
料
か
ら

き
ち
ん
と
位
置
付
け
る
必
要
を
感
じ
た
。 

第
三
巻 

一 

駿
河
・
遠
江
の
守
護
・
奉
公
衆
・
国
人 

杉
山
一
弥
氏
執
筆
担
当 

こ
れ
は
、
家
永
遵
嗣
氏
の
説
く
よ
う
に
、
東

幕
府
軍
（
細
川
政
元
）
に
命
じ
ら
れ
た
、
奉
公

衆
の
横
地
・
勝
田
両
氏
に
よ
っ
て
塩
貝
坂
（
菊

川
市
）
で
討
た
れ
た
。
杉
山
氏
が
説
く
よ
う

に
、
南
北
朝
期
に
見
ら
れ
た
今
川
氏
の
守
護
代

（
高
木
氏
・
長
瀬
氏
な
ど
）
は
見
え
な
く
な
っ

て
い
く
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
決
し
て
守
護
権

力
が
強
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
に
起
き
た
引
間
市
土

倉
一
揆
に
し
て
も
、
鎌
倉
府
討
滅
の
た
め
に
、

斯
波
（
渋
川
）
義
鏡
が
、
遠
江
を
軍
兵
の
草
刈

り
場
と
し
た
た
め
に
、
兵
糧
米
の
値
が
吊
り
上

が
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
混
乱
を
極
め
た
。
斯
波

氏
は
、
幕
府
の
先
兵
と
し
て
関
東
を
攻
め
る
と

い
う
ポ
ー
ズ
を
示
し
な
が
ら
、
結
局
行
わ
な
か

っ
た
た
め
、
斯
波
氏
の
管
領
と
し
て
の
権
威
も

地
に
落
ち
た
。
杉
山
氏
は
、
奉
公
衆
と
し
て
横

地
・
勝
間
田
氏
を
説
明
し
つ
つ
も
、
別
の
頁
で

は
有
力
国
人
と
し
て
、
今
川
氏
の
遠
江
侵
入
に

対
し
、
あ
く
ま
で
私
的
に
反
発
し
た
と
し
て
い

る
。
家
永
遵
嗣
氏
の
、
応
仁
・
文
明
の
乱
に
お

け
る
東
幕
府
軍
内
の
対
立
と
し
て
、
管
領
細
川

政
元
に
命
じ
ら
れ
て
今
川
義
忠
を
討
っ
た
と
い

う
説
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
評
価
す
べ
き
は
、

一
色
氏
の
海
上
支
配
で
あ
り
、
渥
美
郡
の
分
郡

守
護
を
得
た
の
み
な
ら
ず
、
知
多
半
島
、
伊
勢

と
太
平
洋
岸
及
び
日
本
海
ま
で
も
触
手
を
延
ば

し
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
尾
張
守
護
と
し

て
今
川
仲
秋
と
法
珍
の
名
が
見
え
る
。
わ
ず
か

数
年
の
補
任
で
は
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
そ
こ
に
今

川
が
入
っ
た
か
の
考
察
が
な
い
。 

五 

東
海
の
神
祇
と
信
仰 

 

山
田
雄
司
氏
執
筆
担
当 

現
在
の
白
山
神
社
は
、
岐
阜
県
が
最
も
多
く

五
二
五
社
を
数
え
、
静
岡
県
は
五
二
社
、
全
国

で
十
二
番
目
に
多
い
数
で
あ
る
（
森
田
執
筆

『
福
田
町
史
』
）
。
特
に
遠
江
に
は
多
く
見
ら

れ
る
。
近
世
に
な
る
と
三
山
禅
定
と
い
っ
て
、

白
山
・
立
山
・
富
士
の
巡
歴
も
行
わ
れ
た
。 

 

富
士
信
仰
は
、
最
も
静
岡
県
及
び
山
梨
県
に

関
係
が
深
い
。
修
行
と
し
て
富
士
登
山
も
行
わ

れ
、
中
世
で
は
、
足
利
義
満
・
義
教
の
富
士
遊

覧
が
注
目
さ
れ
る
。
都
の
人
に
と
っ
て
、
富
士

山
は
憧
れ
の
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
で

も
万
里
集
九
は
、
関
東
に
向
か
う
一
つ
の
目
的

は
富
士
山
を
見
る
こ
と
で
あ
り
、
富
士
山
を
初

め
て
見
た
集
九
は
、
か
ぶ
っ
た
笠
を
投
げ
打
っ

て
驚
い
て
い
る(

『
梅
花
無
尽
蔵
』
・
森
田
執

筆
『
竜
洋
町
史
』
）
。 

第
三
巻
の
小
括 

こ
こ
で
、
問
題
と
す
る
の
は
、
杉
山
氏
の
今

川
氏
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今

川
範
忠
以
降
、
守
護
在
国
が
命
じ
ら
れ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
家
臣
団
を
強
化
し
た
こ
と
が
戦
国

大
名
化
に
進
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
果
た

し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。 

今
川
氏
親
は
、
義
忠
死

後
風
前
の
灯
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
伊
勢
盛
時
（
後
の

北
条
早
雲
）
が
い
な
か
っ

た
ら
、
と
っ
く
に
謀
殺
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
森

田
は
、
伊
勢
盛
時
の
京
都

情
報
と
権
力
の
低
下
は
な

は
だ
し
い
幕
府
の
有
様
を

見
て
、
幕
府
に
従
う
の
で

は
な
く
、
幕
府
を
利
用
す

る
方
に
方
針
転
換
が
な
さ

れ
た
か
ら
戦
国
大
名
化
で
き
た
の
で
は
な
い

か
、
と
見
る
。 

[

例
会
案
内] 

☆
七
月
例
会 

 

一
、
日 

時 

七
月
二
十
六
日
（
土
） 

午
後
三
時
～ 

二
、
会 

場 

静
岡
県
教
育
会
館
D
会
議
室 

三
、
報
告
名
及
び
報
告
者
名 

｢

安
政
東
海
地
震
後
の
今
切
渡
海
路
の
復
旧
に

つ
い
て(

仮)｣ 

岡
崎
佑
也
氏(

東
洋
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程)  

[

事
務
局
よ
り] 

 

例
年
通
り
、
午
後
二
時
よ
り
幹
事
会
を
行

い
ま
す
。
会
長
並
び
に
顧
問
・
幹
事
は
ご
出

席
願
い
ま
す
。
ま
た
欠
席
さ
れ
る
方
は
必
ず

連
絡
下
さ
い
。 
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